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●トピックス 

  ◆結核の発生について 

   

   鉾田保健所管内において，第 14 に 1件，第 15週に 1件と 2週続けて 

  発生がありました。 

   

   県内において，第 14 週 13 件（国 434件），第 15週 12件（国 367 件）の 

  発生がありました。 

    

   結核は，空気中の結核菌を直接吸い込むことで，感染する 

  病気です。 

   関係者の皆様におかれましては，感染予防策の徹底を 

  お願いいたします。 

 

   ※医療機関の先生方におかれましては，結核と診断したときには， 

    下記の届出をしていただきますようお願いいたします。    

 

 ＜届出について＞ 

  ○結核の発生届 ：「医師は，受診者が結核患者であると診断したときは 

  （感染症法第 12条） 感染症法第 12条 1項により，直ちに最寄りの 

            保健所長へ届け出なければならない」 

 

  ○結核患者入退院届 ：「病院の管理者は，結核患者が入院又は退院した 

  （感染症法第 53条の 11） ときは，法第 53 条の 11 の第 1 項により，7 日以内 

              に，最寄の保健所長へ届け出なければならない」 

     

  

 【感染症法に基づく医師および獣医師の届出について～結核～】 

  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-02-02.html 

 

 【結核発生届】 

  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/01-02-02.pdf 

  

 【結核院内（施設内）感染対策の手引き】 

  http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-  

Daijinkanboukouseikagakuka-

Kouseikagakuka/0000046630.pdf#search='H26%E7%B5%90%E6%A0%B8+%E9%99%A2%E5%86%85%E6%84%9F%E6%9F%93%E5%AF%B

E%E7%AD%96' 
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  ◆県内における「つつが虫病」の発生について 

 

   茨城県内におおいて，「つつが虫病」の発生がありました。 

  好発時期ではありませんが，気候が温かくなり，肌の露出が増える 

  時期となりますので，注意が必要です。 

   

 ＜つつが虫病＞ 

  ・病 原 体：つつが虫病リケッチケア 

  ・潜伏期間：５～１４日 

  ・感染経路：つつが虫病リケッチケアを保有するダニに 

        吸着され感染する。 

  ・症  状：主要 3徴候（発熱，刺し口，発疹）多くの患者に 

        見られる。 

        その他に，倦怠感や頭痛，リンパ節主張などの   

        症状が出現する。 

  ・好発時期：秋～初冬 

 

 ≪予防のポイント≫ 

  『ダニに刺されないようにすることが大切です』 

   ・草むらや藪など，ダニが多く生息する場所おに入る場合は， 

    長袖長ズボンなど，肌の露出を少なくする。   

 

 ≪対処方法≫ 

  ・ダニに咬まれたら，無理に引き抜こうとせず，医療機関で 

   処置（ダニの除去,洗浄など）をしてもらう。 

  ・ダニに咬まれた後，数週間程度は体調の変化に注意をし， 

   発熱などの症状が認められた場合は，医療機関で診察を 

   受ける。 

 

 【ダニ媒介感染症～つつが虫病～】 

  https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/kikaku/documents  

/201612tsutsugamushi.html 

  

 【つつが虫病とは（国立感染症研究所）】 

  https://www.niid.go.jp/niid/ja/encycropedia/392-encyclopedia/436-  

tsutsugamushi.html 

 

 

 

 ◆インフルエンザについて 
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   鉾田保健所管内において，第 14 週 1.00，第 15週 0.88 とやや減少しました。   

 

   県において，1定点あたり第 14 週 0.88（国 1.73），第 15週 1.23（国 1.46） 

  と県においては，やや増加しました。 

 

   また，県におけるインフルエンザ定点の値が，第 13 週 0.91と患者報告数が 

  流行開始の目安である 1.0を下回りました。しかし，県内において，インフル 

  エンザによる社会福祉施設等における集団発生報告がありましたので，注意 

  が必要です。 

 

 【インフルエンザ流行情報について（第 17 報）最終報（県）】 

  http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza  

/documents/2018sflureport17.pdf 

 

 【インフルエンザ様疾患による学級閉鎖措置等・ 

              集団発生等の状況について（第 28 報）】 

  http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza  

/documents/2018flu28.pdf 

 

 

 

 ●感染症サーベイランス情報 

 【県内の保健所別報告数】 

 （2019 年第 15週 4月 8 日～4月 15日）    （2019年第 15週までの報告数累計） 

                         

 結 核  12件（鉾田 1件，他 11件）     県 151 件， 全国 5346 件 

  

 つつが虫病 1件（水戸）           県  3件， 全国   42件 

 

 カルバペネム耐性 

  腸内細菌科細菌感染症  2件（水戸，日立） 県  11 件， 全国  505件 

  

 梅 毒   1件（竜ケ崎）           県  28件， 全国  1672件 

 

 百日咳 1件（潮来）            県 100 件， 全国 4413 件 

 

 麻しん   1件（つくば）          県  10 件， 全国  385件 

 

 

 ─────────────────────────────────────  ★ 当メールの内容について

のお問 い合わせは下記までお願いします。    茨城県鉾田保健所 健康指導課      

 E-Mail：hokoho03@pref.ibaraki.lg.jp TEL:0291-33-2158   

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/influenza
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 ──────────────────────────────────── *******************鹿行地域感

染等  

対策ネットワーク*********************     【事務局】 

 土浦協同病院        ｜    なめがた地域医療センター ｜ 茨城県  

鉾田保健所            ｜   〒311-3516        ｜  〒  

311-1517    行方市井上藤井 98-8   ｜   鉾田市鉾田 1367-3        

          ｜      TEL:0299-56-0600 ｜   TEL:0291-33-2158   

FAX:0299-37-4111       FAX:0291-33-3136 
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